（促進貸付１号 補足添付様式）
土地附属物について
（農地借受者向け）
令和８年４月１日作成

１　土地附属物の契約満了（解約を含む）時の取扱い

	
番号

	所在地
	地番
	枝番
	土地附属物の該当

	
	市町村
	大字
	字
	
	
	１：既存
２：新設
	契約満了時
（※1）

	
	別紙のとおり
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　


※１　土地附属物の契約満了（解約を含む）時の取扱い
　農地所有者と事前に確認をとった上で、以下内容から選択（数字を記入）してください。
１：適正な管理の下、契約満了（解約含む）時の農地及び樹木・建造物の状態で返還
２：農地は適正に管理された状態で、樹木は地上１ｍ以下に伐採して返還
３：農地は適正に管理された状態で、樹木は抜根、建造物は撤去し、更地にして返還
４：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）









２　留意事項
（１）農地借受者は、土地所有者の同意なく、いかなる土地附属物も設置することができません。
（２）福島県農業振興公社は、農地借受者が行う土地附属物の撤去等に対しては、その義務を負いません。


　農地所有者へ確認の上、土地附属物の取扱いについては上記１のとおりとします。
また、上記２の留意事項を確認しました。

令和　　年　　月　　日

借受者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


（促進貸付１号 補足添付様式）別紙
	
番号

	所在地
	地番
	枝番
	土地附属物の該当

	
	市町村
	大字
	字
	
	
	１：既存
２：新設
	契約満了時
（※1）

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	　
	　
	　
	　

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	　
	　
	　
	　

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	　
	　
	　
	　

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	　
	　
	　
	　

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	
	
	
	

	
	伊達郡桑折町
	大字
	字
	　
	　
	　
	　


※１　土地附属物の契約満了（解約を含む）時の取扱い
　農地所有者と事前に確認をとった上で、以下内容から選択（数字を記入）してください。
１：適正な管理の下、契約満了（解約含む）時の農地及び樹木・建造物の状態で返還
２：農地は適正に管理された状態で、樹木は地上１ｍ以下に伐採して返還
３：農地は適正に管理された状態で、樹木は抜根、建造物は撤去し、更地にして返還
４：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


